
 

 

(証券コード 271A）  

2026 年６月 12日  

（電子提供措置の開始日 2026年６月５日）  

株 主 各 位  

 

東京都千代田区麹町三丁目３番地４ 

アクセリア株式会社 

代表取締役社長 牧野 顕道 

 

第 26期 定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、当社第 26期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう

ご通知申し上げます。  

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に 

ついて電子提供措置 をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第 26 期定時株

主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、

ご確認くださいますようお願い申し上げます。  

 

＜当社ウェブサイト＞  

https://www.accelia.net/ 
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。 

 

＜東京証券取引所ウェブサイト＞  

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show 
（上記のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アクセリア」、または「コード」に当社証

券コード「271A」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR 情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。） 

 

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同

封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いいただき、総会の日時の直前の営業時間の終了時である

2026 年６月 26 日（金曜日）午後６時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げま

す。 

敬具 
 

記 
 

１．日  時    2026年６月 29日（月曜日） 13時 00分  

２．場  所    東京都千代田区麹町三丁目３番地４ KDX麹町ビル３F 当社本店会議室  

３．株主総会の目的事項  

【報告事項】  

第 26 期（2025 年４月 1 日から 2026 年３月 31 日）事業報告及び計算書類並び

に会計監査人及び監査役会の計算書類監査結果報告の件  
 

【決議事項】  

第 1号議案  取締役５名選任の件 

第２号議案  補欠監査役１名選任の件 

 

以上 
◎お手数ながら同封の議決権行使書用紙をご返送くださいますようお願い申し上げます。  

◎また、当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い

申し上げます。 

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて

いただきます。 

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイト

にその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。 
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（提供書面） 

事  業  報  告 
 

自 2025年４月１日 

至 2026年３月31日 

 

Ⅰ．会社の現況に関する事項 

当社は、CDN（コンテンツデリバリーネットワーク）サービス、SI（システムインテグレーシ

ョン）、およびセキュリティサービスを事業の柱とするITサービス企業です。主力事業であるCDN

サービスでは、自社製品「DuraSite Edge」と、世界的なCDNプロバイダーであるCloudflare社

のサービスを組み合わせ、お客様のニーズに応じた最適な配信基盤を提供しております。また、

SI事業ではクラウド・AIを活用したDX支援を行い、セキュリティ事業では高度化するサイバー

脅威への対応を目的とした各種セキュリティサービスを提供しております。 

 

１．事業の経過及びその成果 

当事業年度の業績は、売上高1,221,171千円(前年同期比6.0％増）、営業損失は57,221千円

（前期は営業利益140千円）、経常損失は58,896千円（前期は経常利益5,063千円）、当期純損

失は60,836千円（前期は当期純利益66千円）となりました。期初計画に対しては、売上高は

堅調に増加したものの、利益面では計画を大幅に下回り、極めて厳しい結果となりました。 

 

（１）全体環境 

当事業年度（2025 年４月～2026 年３月）における国内経済は、雇用・所得環境の改善、

企業による設備投資や DX 投資は底堅く推移したものの、物価上昇の影響などを背景に個人

消費の回復は限定的となり、景気回復のペースは緩やかなものにとどまりました。 

一方で、長引くロシアのウクライナ侵攻や中東情勢をはじめとする地政学的緊張の高まり

によりエネルギー供給やサプライチェーンへの影響が懸念されるなど、世界経済の先行きに

は依然として不確実性が残る状況となりました。 

 

（２）当社事業環境 

当社が事業を展開する CDN 市場においては、動画配信、クラウドサービス、生成 AI 関連

サービスの拡大等を背景として、インターネットトラフィックは引き続き増加傾向で推移し

ました。これに伴い、コンテンツ配信の高速化や安定化に対する需要は継続して高まってお

り、CDN市場は安定した成長が見込まれる状況となっております。 

また、低遅延処理や高度なセキュリティ機能を提供するエッジコンピューティング分野に

ついても市場拡大が続いており、CDNとの融合が進むことで、当社のビジネス機会も引き続

き拡大しております。 

IT サービス市場においては、企業の DX（デジタルトランスフォーメーション）推進、ク

ラウド移行の加速、データ活用の高度化に加え、生成 AI の業務活用の進展などを背景とし

て、IT 投資は引き続き堅調に推移しました。特にクラウドインフラやネットワークサービ

スへの投資は継続的に拡大しており、企業の IT 基盤の高度化・効率化に向けた取り組みが

進んでおります。 

サイバーセキュリティ市場においては、ランサムウェア攻撃やサプライチェーン攻撃など

のサイバー脅威が引き続き高度化・巧妙化しており、企業におけるセキュリティ対策の重要

性は一層高まっております。このような状況を背景として、ゼロトラストセキュリティや SOC

（セキュリティオペレーションセンター）などのセキュリティ運用サービスに対する需要が

拡大しており、企業のセキュリティ投資は引き続き増加傾向にあります。 

 

（３）当社の取り組み 

当事業年度においては、これらの事業環境の変化と市場機会を踏まえ、以下の取り組みを
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進めてまいりました。 

① CDN事業の推進 

Cloudflare 社が提供する CDN サービスに当社エンジニアによる運用サポートを付

帯する CDNサービスである「Solution-CDN」は順調に成長したものの、当社が開発提

供する CDNサービス「DuraSite-Edge」の販売不振、最重要得意先の期中解約や減額

を挽回できず、原価率の上昇などにより、利益が大幅に減少する要因となりました。 

一方で、前事業年度から続く円安により、Cloudflare サービス利用料やその他ク

ラウドサービスの仕入れコストは当社の収益を圧迫し続けております。 

これに対応するため配信関係のコスト削減やの価格見直しに着手しており、今後

も継続して取り組んでまいります。 

 

② SI事業の展開 

大口得意先でのシステムエンジニアリングサービス終了や、新規受託開発案件獲

得不振はあったものの、セキュリティ事業の既存得意先から大型受託開発案件を獲

得できたことで、前期と同規模の業績を維持いたしました。 

また、TempGazerなどの農業向け IoTデバイスの開発と技術特許の取得、学習か

ら実務参画へのリードタイム短縮などの教育体制の刷新にも取り組みました。 

今後は、プログラミングスキルに留まらず、AI 等の開発支援ツールや最新スタ

ックを能動的に活用するプロジェクトで得た知見を組織へと還元し、開発効率の向

上と新規サービス創出に注力してまいります。 

 

③ セキュリティ事業の状況 

セキュリティ事業では、新たな人材を確保し体制強化、外部資格取得を図りつつ、

既存得意先の IPA 中核人材育成プログラム案件の継続受注など収益基盤の確保は

できたものの業績は伸び悩みました。 

今後は、Cloudflare SACE関連売上の拡大に向けて、更なる体制の強化と新サー

ビス開発に注力してまいります。 

 

これらの取り組みの結果、売上高は前期と比較して増加しましたが、当社が開発提供する

CDN サービスの原価率上昇、想定以上の円安進行による仕入れコストの上昇などが重なり、

利益面で期初計画を大きく下回る厳しい結果となりました。 

 

２．設備投資の状況 

当事業年度において実施いたしました設備投資の総額は 14,485 千円で、その内容は工具、

器具及び備品で負荷分散サービス用設備等の新設 13,485千円と、社内備品の購入 1,000 千円

を行ったことであります。 

 

３．資金調達の状況 

当社の運転資金及び設備投資等の資金につきましては、自己資金又は金融機関からの借入

金により充当しております。将来予測可能な事業活動に必要な運転資金及び設備投資資金に

つきましては、自己資金及び取引銀行３行と個別契約しております総額 400,000 千円の当座

貸越契約により確保しております。 

また、当社の財務状態は、流動比率、自己資本比率が共に前事業年度末に引き続き高水準

であり、手元流動性は十分に確保しておりましたが、キャッシュポジションの維持を目的と

すると共に、翌事業年度以降においても今後の成長戦略等で資金が必要となることも考慮し、

2025年 6月に長期借入金 50,000千円の資金調達を行っております。 

  

４．事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況 

該当事項はありません。 
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５．他の会社の事業の譲受けの状況 

該当事項はありません。 

 

６．吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況 

該当事項はありません。 

 

７．他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況 

該当事項はありません。 

 

８．対処すべき課題 

当社が持続的な成長を達成するためには、以下の課題に対処していく必要があると認識し

ております。 

 

（１）収益構造の再構築 

持続的な成長と収益力向上を実現するため、事業ポートフォリオの転換と収益モデルの高

度化を推進してまいります。 

具体的には、従来の社が開発提供するCDNサービスの緩やかな縮小を図りつつ、Cloudflare

社CDNサービスの販売強化とセキュリティ分野のストック型ビジネス拡充を進めることで、

安定的かつ継続的な収益基盤の確立を目指してまいります。 

また、販売代理店との連携強化および、これまで培ってきたCDNサービス運用実績とシス

テムインテグレーション実績、セキュリティコンサルティング実績を組み合わせたソリュー

ション営業の高度化により、収益構造の再構築を推進してまいります。 

 

（２）技術基盤およびサービス競争力の強化 

当社が持続的な成長を実現していくためには、事業環境の変化に対応した技術基盤の強化

およびサービス競争力の向上が重要な経営課題であると認識しております。 

特に、クラウドサービスやセキュリティ分野においては、技術革新のスピードが速く、顧

客ニーズも高度化・多様化していることから、継続的な技術力の強化とサービスの付加価値

向上が不可欠となっております。  

このため、パートナー企業との連携を通じた先進的なサービスの提供体制の強化に加え、

自社における技術知見の蓄積および運用体制の高度化を推進してまいります。 

また、サービスの標準化・モジュール化を進めることで、提供スピードの向上と品質の安

定化を図るとともに、顧客ごとの課題に応じた柔軟なソリューション提供を可能とする体制

の構築に取り組んでまいります。 

 

（３）営業および組織基盤の強化 

これまで個人のスキルに依存することが大きかった提案力や販売力、課題解決力を結集し、

持続的な成長と収益力の向上を実現するため、事業構造の進化とこれを支える営業および組

織基盤の強化を推進してまいります。 

具体的には、パートナー企業との連携強化による販売チャネルの拡大に加え、顧客課題起

点で価値提供を行うソリューション営業への転換を推進し、クロスセルおよびアップセルの

最大化を図ってまいります。 

また、営業と技術部門の連携を一層強化し、提案力および受注確度の向上に取り組んでま

いります。 

 

（４）人事制度の見直しおよび教育研修体制の強化 

当社の持続的な成長を実現するためには、人材の確保および育成並びに組織力の向上が重

要な経営課題であると認識しております。 
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このため、役割と成果に基づく公正かつ透明性の高い人事制度への見直しを進めるととも

に、従業員の専門性および付加価値創出力の向上を目的とした教育研修制度の拡充を図って

まいります。 

また、事業環境の変化に迅速に対応できる人材の育成に向け、階層別・職種別の研修体系

の整備や、実務に即したスキル開発機会の提供を推進し、組織全体の生産性および競争力の

向上に取り組んでまいります。 

 

（５）品質の向上および品質管理体制の強化 

当社の提供するサービスにおいては、安定性・信頼性・セキュリティ品質が事業競争力の

根幹を成す重要要素であると認識しております。顧客ニーズの高度化およびサービスの複雑

化が進む中、従来以上に高い品質水準の維持・向上が求められております。 

このような状況を踏まえ、サービス提供プロセスの標準化およびドキュメント整備による

属人化の排除や、社員およびパートナーに対する品質意識の醸成と教育研修の実施などの施

策を通じて、顧客から信頼される高品質なサービス提供体制を確立し、持続的な事業成長の

実現に努めてまいります。 

 

（６）ガバナンスおよびコンプライアンス体制の強化 

当社は、持続的な成長および企業価値の向上を実現するため、内部統制およびコンプライ

アンス体制の強化に努めておりますが、近年では、情報セキュリティや個人情報保護、取引

の適正性に対する社会的要請が一層高まる中で、これらへの適切な対応は経営上の重要課題

となっております。 

このため、社内規程の整備および運用の徹底、内部監査機能の強化、役職員に対するコン

プライアンス教育の継続的な実施等を通じて、リスクの未然防止および早期発見・是正に努

めてまいります。 

 

 

９．第 27期（2027年３月期）に向けた総括 

当事業年度においては、収益基盤および営業・組織基盤の脆弱性などに大きな課題を残す

結果となり、特に利益面では対計画および対前年を大きく下回る結果となりました。 

コスト削減を含めた各種施策に取り組んでまいりましたが、一部においては収益性改善の

途上にあり、引き続き経営課題への対応が求められる状況となりました。 

一方で、クラウド化の進展、インターネットトラフィックの継続的な増加、CDNおよびエ

ッジコンピューティング技術の高度化、サイバーセキュリティリスクの深刻化、さらには生

成AIの急速な普及など、当社を取り巻く事業環境は中長期的な成長機会に満ちております。 

このような環境のもと、当社は「自社CDNと外部パートナーサービスを組み合わせた柔軟

な提供体制」、「開発力を活かしたSI／DX推進力」、および「専門エンジニアによる高度なセ

キュリティ対応力」といった強みを最大限に活かし、顧客課題に応じた統合的なソリューシ

ョン提供を一層強化してまいります。 

また、第27期においては、収益構造の再構築を最重要課題と位置付け、ストック型ビジネ

スの拡大、販売チャネルの強化、ならびに管理体制および技術基盤の高度化を通じて、収益

性の改善と持続的な成長の実現に取り組んでまいります。 

TOKYO PRO Market上場企業としての責任を自覚し、ガバナンスおよびコンプライアンス体

制の強化を図るとともに、株主様をはじめとするステークホルダーの皆様のご期待に応える

べく、企業価値の向上に努めてまいります。 

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げます。 
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10．直前三事業年度の財産及び損益の状況                    （千円） 

区  分 
第23期 

2023年３月期 
第24期 

2024年３月期 
第25期 

2025年３月期 

第26期 
（当事業年度） 
2026年３月期 

売 上 高 1,071,565 1,187,584 1,152,315 1,221,171 

経 常 利 益 9,899 29,018 5,063 △58,896 

当 期 純 利 益 5,128 18,214 66 △60,836 

１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

7円28銭 26円17銭 10銭 △88円50銭 

総 資 産 740,521 782,968 789,903 687,753 

純 資 産 442,502 446,483 439,675 375,401 

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨て、１株当たり当期純利益は小数点第２位未満を四

捨五入して表示しております。 

２．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により算

出しております。 

３．当社は 2024年７月 16日開催の当社取締役会の決議に基づき、2024年８月７日付

で普通株式１株につき 100 株の株式分割を行いましたが、第 23期の期首に当該株

式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。 

 

 

 

（ご参考） 
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11．重要な親会社及び子会社の状況 

該当事項はありません。 

 

12．主要な事業内容（2026年３月 31日現在） 

コンピュータと電気通信回線の結合による通信網を利用したサービス提供業務、情報処理

に関するソフトウエア及びハードウェアの研究・開発、コンピュータ通信機器、設備の保守

管理業務並びに販売、人材教育、併せてこれに付帯する一切の事業。 

 

13．主要な事業所（2026年３月 31日現在） 

本    社  東京都千代田区 

 

14．使用人の状況（2026年３月 31日現在） 

使用人数（名） 前事業年度比増減（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 

41 3 35.9 7.6 

（注）使用人数には臨時従業員（アルバイト）は含まれておりません。 

 

15．主要な借入先の状況（2026年３月 31 日現在） 

借 入 先 借入金残高（千円） 

株式会社三菱UFJ銀行 58,345 

株式会社りそな銀行 42,503 

株式会社商工組合中央金庫 38,615 

株式会社きらぼし銀行 33,320 
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Ⅱ．会社の株式に関する事項 

１．株式に関する事項（2026年３月31日現在） 

（１）発行可能株式総数       3,000,000株 

（２）発行済株式の総数         834,000株（自己株式146,500株を含む） 

（３）株主数                              56名 

（４）大株主（上位10名） 

株 主 名 
当社への出資状況 

持株数（株） 持株比率（％） 

牧野 顕道 185,900 27.0 

シャヌワール株式会社 99,800 14.5 

門林 雄基 49,000 7.1 

ＪＡＩＣ企業育成投資事業有限責任組合 
無限責任組合員 日本アジア投資株式会社 

47,900 7.0 

辻本 久和 46,000 6.7 

アクセリア従業員持株会 44,800 6.5 

難波 紀子 20,000 2.9 

キヤノン電子テクノロジー株式会社 20,000 2.9 

株式会社セプテーニ 20,000 2.9 

辻本 千草 15,000 2.2 

（注）１．当社は、自己株式（146,500株）を保有しておりますが、上記大株主からは除外し

ております。 

２．持株比率は自己株式（146,500株）を控除して計算しております。 

 

 

２．その他株式に関する重要な事項 

該当事項はありません。 
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Ⅲ．会社の新株予約権等に関する事項 

１．当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況 

 

名称 第 10回新株予約権 

発行決議日 2016年６月 29日 

新株予約権の数 65個 

新株予約権の目的となる株式の
種類と数 

普通株式 6,500株 
（新株予約権１個につき 100株） 

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 

新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額 

新株予約権 1個当たり 505円 

権利行使期間 
自 2018年７月 14日 
至 2026年５月 31日 

行使の主な条件 （注） 

役 員 の 
保有状況 

取締役 
(社外取締役を除く) 

・新株予約権の数       65個 
・目的となる株式数     6,500株 
・保有者数           3人 

（注）１．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員、

監査役、顧問等の地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権者が、

定年・任期満了による退任・退職、または会社都合によりこれらの地位を失った場

合はこの限りではない。 

２．新株予約権者が死亡した場合、相続人は本新株予約権を行使することができない

ものとする。 

３．当社株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 

４．新株予約権（租税特別措置法第 29 条の２の規定を受ける他の新株予約権を含む）

の行使に係る行使価額の年間（１月１日から 12月 31 日まで）の合計額が 12,000

千円を超えないこと。 

 

名称 第 11回新株予約権 

発行決議日 2018年６月 27日 

新株予約権の数 46個 

新株予約権の目的となる株式の
種類と数 

普通株式 4,600株 
（新株予約権１個につき 100株） 

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 

新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額 

新株予約権 1個当たり 500円 

権利行使期間 
自 2020年７月 11日 
至 2028年５月 31日 

行使の主な条件 （注） 

役 員 の 
保有状況 

取締役 
(社外取締役を除く) 

・新株予約権の数       46個 
・目的となる株式数     4,600株  
・保有者数           5人 

（注）１．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員、

監査役、顧問等の地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権者が、

定年・任期満了による退任・退職、または会社都合によりこれらの地位を失った場

合はこの限りではない。 
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２．新株予約権者が死亡した場合、相続人は本新株予約権を行使することができない

ものとする。 

３．当社株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 

４．新株予約権（租税特別措置法第 29 条の２の規定を受ける他の新株予約権を含む）

の行使に係る行使価額の年間（１月１日から 12月 31 日まで）の合計額が 12,000

千円を超えないこと。 

 

名称 第 13回新株予約権 

発行決議日 2024年６月 26日 

新株予約権の数 425個 

新株予約権の目的となる株式の
種類と数 

普通株式 42,500株 
（新株予約権１個につき 100株） 

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 

新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額 

新株予約権 1 個当たり 1,500円 

権利行使期間 
自 2027年 3月 15日 
至 2035年 3月 14日 

行使の主な条件 （注） 

役 員 の 
保有状況 

取締役 
(社外取締役を除く) 

・新株予約権の数       400個 
・目的となる株式数     40,000株 
・保有者数           5人 

社外取締役 
・新株予約権の数         5個 
・目的となる株式数        500株 
・保有者数           1人 

監査役 
・新株予約権の数         20個 
・目的となる株式数      2,000株 
・保有者数           3人 

（注）１．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員、

監査役、顧問等の地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権者が、

定年・任期満了による退任・退職、または会社都合によりこれらの地位を失った場

合はこの限りではない。 

２．新株予約権者が死亡した場合、相続人は本新株予約権を行使することができない

ものとする。 

３．当社株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 

４．新株予約権（租税特別措置法第 29 条の２の規定を受ける他の新株予約権を含む）

の行使に係る行使価額の年間（１月１日から 12月 31 日まで）の合計額が 12,000

千円を超えないこと。 
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２．当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付された新株予約権の状況 

名称 第 14回新株予約権 

発行決議日 2025 年６月 27日 

新株予約権の数 56 個 

新株予約権の目的となる株式の
種類と数 

普通株式 5,600 株 

（新株予約権１個につき 100 株） 

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 

新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額 

新株予約権 1 個当たり 1,500 円 

権利行使期間 
自 2027年９月 16日 
至 2035年９月 14日 

行使の主な条件 （注） 

使用人等
への交付
状況 

当社使用人 
・新株予約権の数        52個 
・目的となる株式数      5,200株 
・保有者数           26人 

（注）１．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員、

監査役、顧問等の地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権者が、

定年・任期満了による退任・退職、または会社都合によりこれらの地位を失った場

合はこの限りではない。 

２．新株予約権者が死亡した場合、相続人は本新株予約権を行使することができない

ものとする。 

３．当社株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 

４．新株予約権（租税特別措置法第 29 条の２の規定を受ける他の新株予約権を含む）

の行使に係る行使価額の年間（１月１日から 12 月 31 日まで）の合計額が 1,200

万円を超えないこと。 

 

 

３．その他新株予約権に関する重要な事項 

該当事項はありません。 
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Ⅳ．会社役員に関する事項 

１．取締役及び監査役の氏名等                 （2026年３月31日現在） 

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況 

代 表 取 締 役 社 長 牧 野 顕 道 ― 

常 務 取 締 役 武 田 輝 彦 CSO 

取 締 役 安 保 一 寛 CTO 

取 締 役 宮 崎  裕 経営企画室長 

取 締 役 髙 橋 裕 次 CFO 

取 締 役 宮 内 良 一 ― 

常 勤 監 査 役 加 地 誠 輔 
ギグワークス株式会社  

社外取締役 

監 査 役 鏑 木 慎 治 鏑木公認会計士事務所 

監 査 役 辻 本 久 和 ― 

（注）１．取締役 宮内良一氏は、社外取締役であります。   

２．監査役 加地誠輔氏、鏑木慎治氏及び辻本久和氏は、社外監査役であります。 

３．監査役のうち、鏑木慎治氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有するものです。 

 

 

 

２．取締役及び監査役の報酬等の額 

区 分 員 数（名） 報酬等の総額（千円） 

取 締 役 
（ う ち 社 外 取 締 役 ） 

6   
（1） 

106,100 
（3,000） 

監 査 役 
（ う ち 社 外 監 査 役 ） 

3   
（3） 

8,400 
（8,400） 

合 計 
（ う ち 社 外 役 員 ） 

9   
（4） 

114,500 
（11,400） 

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 

２．2006年６月27日開催の第６回定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は、年額

200,000千円以内であります。 

３．2020年６月29日開催の第20回定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は、年額

20,000千円以内であります。 
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３．社外役員に関する事項 

（１）他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 

監査役加地誠輔氏は、ギグワークス株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との

間には特別の関係はありません。 

 

（２）当事業年度における主な活動状況 

地 位 氏 名 主な活動状況 

取 締 役 宮 内 良 一 

当事業年度開催の取締役会16回全てに出席

し、事業会社における豊富な経験と高い見

識から当社の経営上有用な指摘、意見を述

べております。 

常 勤 監 査 役 加  地  誠  輔 

当事業年度開催の取締役会16回全てに出席

し、また監査役会14回全てに出席し、豊富

な監査経験から当社の経営上有用な指摘、

意見を述べております。 

監 査 役 鏑  木  慎  治 

当事業年度開催の取締役会16回全てに出席

し、また監査役会14回全てに出席し、公認

会計士の資格を有する者としての専門的見

地から発言を行っております。 

監 査 役 辻 本 久 和 

当事業年度開催の取締役会16回全てに出席

し、また監査役会14回全てに出席し、豊富

な経営経験から当社の経営上有用な指摘、

意見を述べております。 
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Ⅴ．会計監査人の状況 

１．会計監査人の名称 

應和監査法人 

 

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額  16,500千円 

（注）監査役会は、会計監査人の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間、監査体制、配員計

画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積額の相当性及び同業・同規模他社比較等を検証した結果、

会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。 

 

３．非監査業務の内容 

該当事項はありません。 

 

４．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する状況にあ

り、改善の見込みがないと判断した場合には、会計監査人を解任いたします。 

また、上記の場合のほか、当社監査役会は会計監査人が職務を適切に遂行することが困難

と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会

は、その決定に基づき議案を株主総会に提出いたします。 

 

 

Ⅵ．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議に関する事項 

１．業務の適正を確保するために必要な体制 

会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の内容の概要は以下

のとおりです。 

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①毎月の定時取締役会において、経営の方針、法定事項およびその他経営に関する重要事項

を決定し、取締役の職務執行を監督する。なお、必要に応じて臨時取締役会を開催する。 

②代表取締役社長は、社内規則に則り、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行

うと共に、係る決定、取締役会決議、社内規則に従い職務を執行する。 

③取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は会社の業務執行状況を取締役会

に報告すると共に、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。 

④取締役会の意思決定の透明性を高めるため、取締役のうち１名以上は社外取締役とする。 

⑤監査役は監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務執行状況の調査など

を通じ、取締役の職務執行の監査を行う。 

⑥代表取締役社長の下に内部監査室を置き、定期的な内部監査により各部門の業務の執行状

況を監査し、法令および定款への適合性を確認する。 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

①取締役会議事録や稟議書をはじめとする、取締役の職務の執行に係る情報については、法

令および「文書・情報管理規程」に基づき、適切に保存および管理を行う。 

②取締役、監査役、内部監査室、会計監査人は、これらの文書等を常時閲覧、謄写すること

ができるものとする。 
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（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①取締役会、経営会議にて取締役および経営幹部から、業務執行に関わる重要な情報の報告

を定期的に行う。 

②「リスク管理規程」に基づき、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する

組織、責任者を定め、適切な評価・管理体制を構築する。 

③大規模な事故、災害、不祥事等経営危機発生時には、代表取締役を本部長とした対策本部

を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切且つ迅速に対処し、

リスクを最小限にとどめる。 

 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①定時取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催するものとす

る。 

②常勤取締役、常勤監査役及び管理職による経営会議を月１回開催し、業務執行の重要事項

について報告・協議を行う。 

③「取締役会規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」、「役員規程」を定め、取締役の職務

及び権限、責任の明確化を図る。 

 

（５）使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

①役職員がとるべき行動の基準、規範を示した「行動規準」に基づき、職制を通じて適正な

業務執行の徹底と監督を行う。 

②内部監査室は、定期的に各部署における業務執行について法令・定款及び規程の遵守状況

を監査する。 

③法令・定款及び規程違反を未然に防ぐために、役職員に対する法令・規程の周知徹底に努

める。 

④監査役は、法令・規程の遵守体制に問題があると認めるときは、意見を述べると共に、改

善策の策定を取締役に対して求めることができる。 

 

（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項 

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査役と

協議のうえ、合理的な範囲で使用人を配置する。 

 

（７）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

①当該使用人に対する指揮命令権は、監査業務を補助する範囲内において監査役が持つもの

とし、取締役、部門長等の指揮命令は受けないものとする。 

②当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、優先して監査業務に従事する。 

③当該使用人に対する人事考課は、監査業務を補助する範囲内においては、監査役がこれを

行う。 

④取締役は、当該使用人の人事異動等を行う場合には、監査役の事前承認を得る。 

 

（８）前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

①監査役は、監査役の指示の実行性が十分に満たされると判断した使用人を、監査役の職務

を補助すべき使用人として選任できる。 

②当該使用人が、監査役の指示を実行する場合は、監査役の代理人の権限を有するものとす

る。 
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（９）取締役および使用人が監査役に報告するための体制 

①監査役は、必要に応じ取締役に対し業務執行状況に関する意見を求める報告会を開催する。 

②取締役及び使用人は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見

した場合、直ちに監査役に報告する。 

③使用人は、監査役から業務の執行に関する報告を求められた場合、当該事実に関する事項

を報告する。 

 

（10）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す

るための体制 

監査役に報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことと

し、当該報告者に対して不利な取扱いや嫌がらせを行った者がいた場合は、就業規則等に従

って処分する。 

 

（11）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行

について生ずる費用または債務の処理に係る方針 

監査役が、その職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をした

ときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に明らかに必要でないと

認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 

 

（12）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①監査役の内半数以上は社外監査役とし、公正且つ対外透明性を担保する。 

②監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換

を行い、相互の連携を図る。 

③監査役は、会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。 

④監査役は、内部監査室と定期的に情報交換を行い、必要に応じて内部監査室に調査を求め

ることができる。 

⑤監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて会社が契約する会計監

査人、顧問弁護士その他専門家の意見を聴取することができる。 

 

（13）反社会的勢力排除に向けた基本方針および体制 

①社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力との関係は一切持たないこ

ととする。 

②取締役及び使用人は、反社会的勢力との関係を遮断し、不当な要求を受けた場合には、毅

然とした姿勢で組織的に対応する。 

③新規取引の開始時等において反社会的勢力との関係の有無を調査し、関係が判明した場合

には直ちに取引を解除する。 

④反社会的勢力への対応に関する社内規程を制定し、教育・研修を実施することで、取締役

および使用人への周知を図る。 
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２．上記１．の体制の運用状況 

当社は、１に掲げた体制の整備を行い、「内部統制システムに関する基本方針」や「コンプ

ライアンス規程」を作成し社内で公開しております。 

取締役会においては、継続的に経営上のリスクの識別および分析を実施し、その対応策に

ついて検討しております。毎月開催される取締役会には、社外監査役３名も出席し取締役か

ら業務報告を受けております。また、内部監査室から監査役への定期的な業務報告も行われ

ており、適切に経営リスクを把握して経営監視を行っております。さらに、取締役、常勤監

査役および各部の部長が原則月１回の経営会議を開催し、部の垣根を超えて積極的に課題の

共有および業務の報告を行い、その議事録はプライバシー情報等を除き経営陣に共有されて

おります。 

また、当社のすべての新入社員に対して、情報セキュリティルールに関する教育を実施し

ております。さらに、社内情報セキュリティを専門的に取扱う会議体を原則月１回開催して、

当該ルール等の見直しを行い、ルール改定があった場合はその内容を全社員に通知しており

ます。 

 

 

17



 

 

 
貸 借 対 照 表 

 

2026年３月31日現在 

 

（単位：千円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（資産の部）   （負債の部）   

流動資産 594,255 流動負債 167,416 

  現金及び預金 333,655 買掛金 41,236 

  売掛金 166,139 1 年内返済予定の長期借入金 79,344 

  リース投資資産 1,731 未払金 30,370 

仕掛品 1,305 未払費用 4,388 

前払費用         85,005 前受金 8,087 

その他 6,417 その他 3,990 

    

固定資産 93,497 固定負債 144,934 

 有形固定資産 46,530 長期借入金 93,439 

  建物 6,093 退職給付引当金 51,325 

  工具、器具及び備品 

 

40,436 

 

繰延税金負債 

 

170 

 

無形固定資産 11,848 負債合計 312,351 

ソフトウエア 11,760 （純資産の部）  

その他 87 株主資本 375,401 

  資本金 100,000 

 投資その他の資産 35,118 資本剰余金 239,611 

出資金 10 資本準備金 239,611 

長期前払費用 14,129 利益剰余金 124,200 

敷金及び保証金 20,978 その他利益剰余金 124,200 

  繰越利益剰余金 124,200 

  自己株式 △88,410 

    

  純資産合計 375,401 

資産合計 687,753 負債・純資産合計 687,753 
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損 益 計 算 書 
 

自 2025年４月１日 

至 2026年３月31日 

  （単位：千円） 

科 目 金 額 

売上高  1,221,171 

売上原価  939,528 

売上総利益  281,642 

販売費及び一般管理費  338,864 

営業損失(△)  △57,221 

営業外収益   

受取利息 370  

受取奨励金 542  

還付加算金 13  

 雑収入 29 956 

営業外費用   

 支払利息 2,561  

 雑損失 69 2,630 

経常損失(△)  △ 58,896 

特別損失   

固定資産売却損 0  

固定資産除却損 52 52 

税引前当期純損失(△)  △ 58,949 

法人税、住民税及び事業税 △ 2,153  

法人税等調整額 4,041 1,887 

当期純損失(△)  △ 60,836 

 
  

19



 

 

株主資本等変動計算書 
 

自 2025年４月１日 

至 2026年３月31日 

（単位：千円）  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本 
合計 

純資産 
合計 資本準備金 

資本剰余金 

合計 

その他利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 100,000 239,611 239,611 188,474 188,474 △ 88,410 439,675 439,675 

当期変動額                 

剰余金の配当       △ 3,437 △ 3,437   △ 3,437 △ 3,437 

当期純損失(△)       △ 60,836 △ 60,836   △ 60,836 △ 60,836 

当期変動額合計 － － － △ 64,273 △ 64,273 －  △ 64,273 △ 64,273 

当期末残高 100,000 239,611 239,611 124,200 124,200 △ 88,410 375,401 375,401 
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個 別 注 記 表 
 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産の評価基準及び評価方法 

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。 

 

（２）固定資産の減価償却の方法（リース資産を除く） 

有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附

属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な

耐用年数は以下のとおりであります。 

 建       物  ８～15年 

 工具、器具及び備品  ４～20年 

無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しております。 

            

（３）引当金の計上基準 

貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度において

は、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もないため、貸倒引当金を計上

しておりません。 

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務

の見込額に基づき、当事業年度末日において発生していると認められる額

を計上しております。 

 

（４）収益及び費用の計上基準 

①CDNサービス 

 CDNの配信基盤をベースとする、又はCDNとシステム連携するサービス全般を指しており、

CDNと共にセットで販売し、サービスの提供を行っております。これらの収益は、主に顧

客に対するサービス提供が完了したことにより履行義務が充足されたと判断して、サービ

ス提供の完了をもって収益認識しております。なお、機材への保守サービス等、当社が代

理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供するサービスと交換に受け

取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。 

 

②システムインテグレーション 

 システムの受託開発や開発支援、セキュリティ機器の販売等を行っております。受託開

発に係る収益は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に

係る進捗度に基づき収益を認識しております。ただし、契約における取引開始日から完全

に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間が３ヶ月以内の場合には、顧客が検収

したことにより履行義務が充足されたと判断して、検収完了をもって収益認識しておりま

す。機器の販売等の収益は、顧客が検収したことにより履行義務が充足されたと判断して、

検収完了をもって収益認識しております。開発支援等の収益は、顧客に対するサービス提

供が完了したことにより履行義務が充足されたと判断して、サービス提供の完了をもって

収益認識しております。なお、機材への保守サービス等、当社が代理人に該当すると判断
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したものについては、他の当事者が提供するサービスと交換に受け取る額から当該他の当

事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。 

 

③産業サイバーセキュリティ 

 社会インフラ・産業基盤へのサイバーセキュリティリスクに対応する人材・組織・シス

テム・技術の育成に伴う、講習等実施計画の策定をはじめ、演習用機材の調達、演習用環

境の構築、受講生向け講義の実施及び演習の補助等を行っております。計画の策定、機材

の調達、環境の構築等の収益は、顧客が検収したことにより履行義務が充足されたと判断

して、検収完了をもって収益認識しております。また、講義の実施及び演習の補助等の収

益は、顧客に対するサービス提供が完了したことにより履行義務が充足されたと判断して、

サービス提供の完了をもって収益認識しております。なお、機材への保守サービス等、当

社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供するサービスと交換

に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しており

ます。 

 

２．会計上の見積りに関する注記 

当社の計算書類は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作

成されております。計算書類の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用い

た仮定のうち特に重要なものは以下の通りです。 

 

繰延税金資産の回収可能性 

(1) 当事業年度の計上額                - 千円 

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

① 算出方法 

当社は、一時差異等のスケジューリングの結果、回収可能性があると判断した将来減

算一時差異について繰延税金資産を計上しております。 

 

② 主要な仮定 

収益力に基づく将来の課税所得の十分性を判断するにあたっては、過年度実績を基に、

策定時に入手可能な情報、事業環境を考慮して決定された売上高、売上原価、販売費及

び一般管理費の将来予測を含んだ事業計画を基礎としております。売上高の将来予測は、

主要サービスのCDNサービスにおける既存顧客との契約継続性(解約可能性の検討を含

む)や、新規受注獲得目標といった一定の仮定に基づき算出しております。また、売上

原価、販売費及び一般管理費の将来予測は、新規インフラ購入費用及びこれらに付随す

る減価償却費、産業サイバーセキュリティサービス部門等における事業規模拡大に伴う

エンジニアの継続的な増員計画に基づいた採用人数といった一定の仮定に基づき算出

しております。 

 

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響 

見積りの基礎となる事業計画の主要な仮定は不確実性が高く、実際の経営環境や損益

の状況が一定の仮定と大きく乖離した場合、将来の繰延税金資産の計上額が変動し、税

金費用に影響を与える可能性があります。 

 

３．貸借対照表に関する注記 

有形固定資産の減価償却累計額  408,379千円 
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４．株主資本等変動計算書に関する注記 

（１）発行済株式の総数に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末の 
株式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末の 
株式数（株） 

普通株式 834,000 － － 834,000 

 

（２）自己株式の数に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末の 
株式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末の 
株式数（株） 

普通株式 146,500 － － 146,500 

 

（３）配当に関する事項 

①配当金支払額 

（決議） 
株式の 

種類 

配当金 

の総額 

（千円） 

配当の

原資 

１株当たり 

配当額

（円） 

基準日 効力発生日 

2025年６月27日 

定時株主総会 

普通 

株式 
3,437 

利益 

剰余金 
5 2025年３月31日 2025年６月30日 

②基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

該当次項はありません。 

 

（４）当事業年度末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目

的となる株式の種類及び数 

普通株式  13,300株 

 

５．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 退職給付引当金   

 賃上げ促進税制繰越控除額 

敷金保証金 

 その他 

税務上の繰越欠損金 

 

17,671千円 

11,642千円 

3,443千円 

615千円 

15,867千円 

繰延税金資産小計  49,238千円 

 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 

△15,867千円 

△33,371千円 

評価性引当額小計 △49,238千円 

繰延税金資産合計 -千円 

繰延税金負債 

 未収還付事業税  

 

△170千円 

繰延税金負債合計 △170千円 

繰延税金資産（負債）の純額 △170千円 
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６．金融商品に関する注記 

（１）金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については

銀行等の金融機関からの借入及び新株発行による方針であります。また、デリバティ

ブ取引に関しては行わない方針であります。 

② 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金等は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。 

③ 金融商品に係るリスク管理体制 

1. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権は売掛金等については、経常的に発生しており、担当者が、所定の手

続きに従い、債権回収の状況を定期的にモニタリングを行い、支払遅延の早期把

握や回収リスクの軽減を図っております。特に金額等の重要性が高い取引につい

ては、取締役会において、取引実行の決定や回収状況の報告などを行います。 

2. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の

管理 

買掛金及び未払金については月次単位での支払予定を把握するとともに、手元

流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件

等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及

び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されること、「売掛金」、「買

掛金」、「未払金」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似するもので

あることから記載を省略しております。 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

長期借入金 172,783 170,641 2,141 

 負債計 172,783 170,641 2,141 
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（３）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格

により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。 

 

 

①時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

該当事項はありません。 

 

②時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

（単位：千円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金 － 170,641 － 170,641 

 負債計 － 170,641 － 170,641 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

・長期借入金(１年内返済予定長期借入金を含む) 

元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて

算定する方法によって算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

 

（注）１．金銭債権の決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 

現金及び預金 333,655 － － － 

売掛金 166,139 － － － 

 

 

（注）２．借入金の決算日後の返済予定額 

（単位：千円） 

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 

長期借入金 79,344 93,439 － － 

（注）長期借入金は１年内返済予定長期借入金を含んでおります。  
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７．収益認識に関する注記 

（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

（単位：千円）        

 

当事業年度 

（自 2025年４月１日 

 至 2026年３月31日） 

CDN サービス 916,786 

システムインテグレーション 245,869 

産業サイバーセキュリティ 58,515 

顧客との契約から生じる収益 1,221,171 

その他の収益 － 

外部顧客への売上高 1,221,171 

 

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「（４）収益及び費用の計上基準」に

記載のとおりであります。なお、代金は取引先との契約に基づき、CDN サービスは概ね 1 ヵ

月以内、システムインテグレーション、産業サイバーセキュリティは概ね２ヵ月以内に回収

しております。 

 

（３）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに 

当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年以降に認識すると見込まれる収 

益の金額及び時期に関する情報 

①  契約資産及び契約負債の残高等 

（単位：千円）       

     

当事業年度 

（自 2025年４月１日 

 至 2026年３月31日） 

顧客との契約から生じた債権（期

首残高） 
222,816 

顧客との契約から生じた債権（期

末残高） 
166,139 

契約負債（期首残高） 10,538 

契約負債（期末残高） 8,087 

貸借対照表上、契約負債は「前受金」に計上しております。契約負債は、各サービス

にかかる販売契約の支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものでありま

す。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。 

当事業年度の期首現在の契約負債残高のうち、9,580千円を当事業年度の収益として認

識しております。 

 

② 残存履行義務に配分した取引価格 

当初に予想される契約が 1 年以内の契約のため、実務上の便法を適用し、記載を省

略しております。 

 

26



 

 

８．１株当たり情報に関する注記 

（１）１株当たり純資産額   546円04銭 

（２）１株当たり当期純損失        △88円50銭 

（注）１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により、１株当たり

当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により算出しております。 

 

９．重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 

 

10．記載金額 

記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 
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独立監査人の監査報告書
 

 

2026年５月28日 

 
ア ク セ リ ア 株 式 会 社 

 取 締 役 会 御 中  
 
 

應 和 監 査 法 人 

東京都千代田区 

指 定 社 員

業務執行社員

 

公 認 会 計 士 澤 田 昌 輝  

指 定 社 員

業務執行社員

 

公 認 会 計 士 堀  友 善  

 

 

監査意見 

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、アクセリア株式会社の2025年４月１日から2026

年３月31日までの第26期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の

責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ

る取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、

また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。 

 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計

算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる

十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計

算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない

場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書

日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基

礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策

を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその

内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上 
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監 査 報 告 書 

 

当監査役会は、２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの第２６期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成し

た監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１ 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

（１）監査役会は、監査の方針、監査計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他

の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を

確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当

該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に

報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための

体制」（会計計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通

知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。 

 

２ 監査の結果 

（１） 事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示していると認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内

容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人應和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

２０２６年６月１日 

                アクセリア株式会社 監査役会 

 

常勤監査役（社外監査役）  加 地 誠 輔 ㊞ 

 

監 査 役（社外監査役）  鏑 木 慎 治 ㊞ 

 

監 査 役（社外監査役）  辻 本 久 和 ㊞ 
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株 主 総 会 参 考 書 類 
 

議案に関する参考事項 

 

第１号議案 取締役５名選任の件 

取締役全員（６名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。 

つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。  

取締役候補者は、次のとおりであります。 

候補者 

番号 

氏 名 

（生年月日）  
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況  

所 有 す る 

当社株式の数 

 

１ 
【重任】 

牧野
ま き の

 顕
あき

道
みち

 

(1963 年２月 10 日生) 

1984年 
1999年 
1999年 
1999年 
2000年 
2021年 

２月 
４月 
６月 
12月 
12月 
４月 

摂津金属工業㈱ 入社 
㈱光通信 入社 
同 情報システム部部長 

光通信テクノロジー㈱ 転籍 技術担当取締役 
当社設立 代表取締役社長（現任） 
同 代表取締役社長（現任） 

185,900 

株  

 

 

２ 【重任】 

武田
た け だ

 輝彦
てるひこ

 

(1973 年 1月 22 日生) 

1997年 
1999年 
2000年 
2012年 
2017年 
2020年 
2023年 
 
2026年 

４月 
12月 
12月 
４月 
7月 
４月 
６月 

 
４月 

㈱光通信 入社 
光通信テクノロジー㈱ 転籍 
当社入社 
 同 技術部運用担当部長 
 同 取締役技術部運用担当部長 
 同 取締役サービス事業副本部長 
 同 常務取締役サービス事業副本部長 
 兼 セキュリティ事業本部長 
 同 常務取締役ソリューション本部長 

（現任） 

3,000 

株  

 

 

３ 
【重任】 

宮崎
みやざき

  裕
ゆたか

 

(1965 年 11 月２日生) 

1989年 
1999年 
1999年 
2001年 
2005年 
2011年 

 
2018年 
2026年 

４月 
１月 
12月 
６月 
２月 
６月 

 
４月 
４月 

㈱リクルート映像 入社 
㈱光通信 入社 
光通信テクノロジー㈱ 転籍 
当社入社 管理部長 
 同 取締役管理部長 
 同 取締役経営戦略室担当 
  兼 営業部長 
同 取締役経営企画室長 
同 取締役 DX推進室長（現任） 

8,000 

株  

 

４ 

【新任】 

長田
お さ だ

 直之
なおゆき

 

(1981 年７月 20 日生) 

2006年 
2008年 
2020年 
2024年 
2026年 

４月 
５月 
４月 
４月 
４月  

㈱ディ・アイ・システム 入社 
当社入社 
サービス事業本部開発部長 
執行役員 サービス事業本部開発部長 
執行役員 技術本部開発部長（現任）  

10,300 

株  

 

５ 

【重任】 

宮内
みやうち

 良一
りょういち

 

(1960 年２月 24 日生) 

社外 

1979年 
1982年 
2017年 
2019年 
2020年 

４月 
６月 
４月 
４月 
６月 

㈱鴨川グランドホテル 入社 
㈱オリエンタルランド 入社 
 同 執行役員 
 同 理事（2025年３月退任） 
当社 社外取締役（現任） 

12,000 

株  

 

新任の取締役候補者とした理由 

長田直之氏は、2008 年５月に当社に入社以来、開発の現場で数多くの案件に携わり実績を残してまいりまし

た。また、2020 年４月には開発部長として組織をまとめ上げ、当社の開発力向上にも大きく貢献しました。 

開発実績とマネジメント力は当社の発展に適切な人材と判断し、取締役としての選任をお願いするものです。 
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注記 

１．取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。  

２．宮内良一氏は社外取締役候補者であります。同氏を社外取締役候補者とする理由は、事業会社で要職を歴任

し、営業部門や経営戦略部門並びに広報部門など豊富な経験と高い見識を有しており、当社のコーポレー

ト・ガバナンスの強化および当社の事業価値向上実現のために適切な人材と判断したためであります。同氏

が選任された場合には、業務執行する取締役からは独立した立場で、当社の経営に対する適切な助言や監督

をしていただくことを期待しております。 

３．宮内良一氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をも

って６年となります。 

 

第２号議案 補欠監査役１名選任の件 

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、監査役の補欠として補欠監査役 1 名の選任をお願

いいたしたく存じます。 

当該補欠監査役につきましては、監査役が法令に定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者

の残存任期とします。本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。 

補欠監査役候補者は、下記の通りです。 

氏 名 

（生年月日）  
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況  

所 有 す る 

当社株式の数 

森
もり

  亮二
りょうじ

 

(1965 年 6月 24 日生) 

社外 

1990 年 
2002 年 
1997 年 
2003 年 

３月 
６月 
４月 
５月 

 
 

東京大学 法学部卒業 
ペンシルバニア大学ロースクール卒業 
直江浅井法律事務所 入所 
弁護士法人英知法律事務所 パートナー（現任） 

0 

株  

 

重要な兼職の状況 

・大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 客員教授 

・一橋大学大学院 法学研究科 講師 

 

補欠の社外監査役候補者とした理由 

森亮二氏は、弁護士であり、会社法・企業法務に加えて電子商取引、電気通信、インターネットを専門分野と

しています。その専門性を当社の監査に反映いただくため、補欠の監査役としての選任をお願いするものです。

同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、

上記の理由により、監査役としての職務を適切に遂行できると判断しました。 

注記 

１． 森亮二氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

２． 森亮二氏は社外監査役候補者であります。 
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株主総会会場ご案内図 

アクセリア株式会社 本社会議室

〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目３番地４ KDX 麹町ビル３F 

（03）5211-7750

●東京メトロ有楽町線 麹町駅 １番出口徒歩１分

●東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 ６番出口徒歩２分
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